
【個人事業税に係るお問い合わせ先】

宇都宮県税事務所 真岡県税事務所 矢板県税事務所 安足県税事務所

  〒321-0974　   〒321-4398　   〒329-2163　   〒327-8503　
  宇都宮市竹林町1030-2   真岡市荒町116-1   矢板市鹿島町20-22　   佐野市堀米町607
  TEL:028-626-3017   TEL:0285-82-2136   TEL:0287-43-2173   TEL:0283-23-1458

鹿沼県税事務所 栃木県税事務所 大田原県税事務所

  〒322-0068　   〒328-8504　   〒324-8551　
  鹿沼市今宮町1664-1   栃木市神田町6-6   大田原市中央1-9-9
  TEL:0289-62-6202   TEL:0282-23-3414   TEL:0287-23-4172

個人事業税納税通知書発送方法の変更について 

 

栃木県経営管理部税務課 

 

 これまで栃木県では、個人事業税納税通知書を送付する際、第１期分及び第

２期分について、８月及び 11 月の２回に分けて送付を行ってきました。 

しかし、令和元(2019)年度から、８月の第１期分送付時に、第２期分を併せ

て送付することとなりました。御理解と御協力をお願いします。 

 

○送付される納付書について 

 令和元年度から、納税通知書は下記の図のとおり第１期分、第２期分の納

付書が附属しています。上段の第１期分納付書は８月末が納期限となりま

す。中段の第２期分納付書は 11 月末が納期限となりますので、使用する時ま

で大切に保管していただくようお願いします。 

 なお、万が一紛失された場合は、お住まいの市町村を管轄する県税事務所

まで御連絡いただくようお願いします。 

○口座振替通知について 

上記の変更に関連し、口座振替によって御納付いただいている方へ送付し

ている口座振替通知についても、８月の送付の際に２期分の通知を併せて送

付いたします。11 月には送付されませんので御了承ください。 
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　８月に使用する第１
期分の納付書です。

第1期分←
　11月に使用する第２
期分の納付書です。
　使用月まで大切に保
管して下さい。 第２期分←
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